
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に係る島田市対応方針について 

 

明日（8 月 20 日）の「緊急事態宣言」発出に伴い、9 月 12 日（日）まで、法令

に基づき、市民の不要不急の外出自粛、商業施設の休業や営業時間短縮が求められま

す。 

 市内でも 5 月の飲食店クラスター発生時を超える感染拡大の様相となっており、地

域での医療提供体制を圧迫することになりかねない状況です。 

 市は、県の対応方針に基づき、感染予防対策のさらなる徹底を図るとともに、人 流

を抑制するための公共施設の一部利用制限（時間・入場者数制限、一部業務停止） 等

を含めた総合的な対策を進めてまいります。 

 約 3 週間後には、10 万人当たり 1 週間の新規感染者数を 14 人以下にすること 

が目標です（8 月 17 日現在約 40 人）。 

 コロナウイルスのデルタ株への置き換わりが、感染力拡大の大きな要因です。対策

としては、不織布マスクをつける・頻繁に交換する、対人距離を 2m 以上あける、し

っかりと換気することが効果的です。これらのことを日常生活で徹底することが感染

収束への近道です。 

 市民一丸となって、対応方針に基づきこの最大級の危機を乗り越えてまいりましょ

う。 
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